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は
じ
め
に

諸
宗
教
に
お
け
る
神
格
は
、
時
と
と
も
に
し
ば
し
ば
そ
の
姿
や
捉
え
ら
れ

方
が
変
化
す
る
。
一
例
と
し
て
、
中
国
の
後
漢
時
代
に
信
仰
さ
れ
た
神
々
は

宋
代
に
は
顧
み
ら
れ
な
く
な
り
、
今
日
信
仰
を
集
め
て
い
る
関
帝
や
八
仙
が

そ
の
後
に
発
生
し
て
、
明
か
ら
清
の
時
期
に
定
着
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
八

仙
の
姿
や
持
ち
物
も
大
き
く
変
化
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
道
教
の
王
霊

官
と
い
う
神
格
は
、
馬
霊
官
と
普
化
天
尊
と
い
う
二
つ
の
神
格
か
ら
、
性
質

や
形
象
を
引
き
継
い
で
い
る
と
い
う
（
二
階
堂　
二
〇
〇
八
）。
今
日
の
日

本
で
は
頭
巾
を
か
ぶ
り
、
袋
を
担
い
で
米
俵
に
乗
る
大
黒
天
は
、
イ
ン
ド
発

祥
で
三
面
六
臂
に
黒
色
の
神
で
あ
っ
た
。
日
本
在
来
の
神
で
は
、
仏
教
が
伝

播
す
る
に
従
い
平
安
期
に
ア
マ
テ
ラ
ス
が
大
日
如
来
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
太
陽
神
と
し
て
中
心
的
な
位
置
に
つ

く
前
に
は
、
男
性
の
太
陽
神
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
そ
の
地
位
に
あ
り
、
何
ら
か

の
経
緯
で
そ
の
座
を
ア
マ
テ
ラ
ス
に
譲
っ
た
と
言
わ
れ
る
（
溝
口　

二
〇
〇
九
）。

こ
れ
ら
中
国
や
日
本
の
例
で
は
、
他
の
宗
教
と
習
合
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
あ
る
い
は
同
じ
宗
教
の
中
で
も
他
の
神
格
と
結
び
つ
い
た
り
社
会
や

価
値
観
が
変
容
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
々
の
属
性
や
形
象
は
変

化
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
そ
う
し
た
変
化
を
起
こ
す
要
因
の
一
つ
と
し
て
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
注
目
す
る
研
究
が
あ
る
。
松
村
一
男
に
よ
る
ア
テ
ネ
や
ア

マ
テ
ラ
ス
な
ど
の
女
神
を
め
ぐ
る
議
論
で
は
、
神
話
に
お
け
る
女
神
像
が
、

神
話
を
必
要
と
し
生
み
出
し
て
き
た
人
々
（
秩
序
を
作
り
維
持
す
る
、
高

い
階
層
の
男
性
た
ち
）
の
要
請
を
反
映
し
て
形
成
さ
れ
た
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー

化
さ
れ
た
）
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
（
松
村　
一
九
九
九
）。

ア
イ
ヌ
の
神
格
に
つ
い
て
見
る
と
、
例
え
ば
日
高
地
方
で
は
祭
壇
神
と

農
耕
神
が
同
一
神
格
と
さ
れ
る
が
、
空
知
地
方
で
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
神
格

と
さ
れ
て
い
た
り
（
北
原　
二
〇
一
四
）、
創
世
神
や
文
化
英
雄
を
め
ぐ
っ

て
も
、
地
方
的
な
相
違
が
大
き
い
（
北
原　
二
〇
一
九
）。
こ
う
し
た
地
域

差
は
神
の
性
別
に
も
及
ん
で
い
る
。

ア
イ
ヌ
の
信
仰
に
お
け
る
神
格
は
多
数
に
上
る
の
で
、
こ
こ
で
は
年
中

行
事
な
ど
の
際
に
祭
壇
に
祀
ら
れ
る
十
神
前
後
の
神
格
を
「
主
要
な
神
格
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る）

1
（

。
神
格
の
性
別
が
明
確
な
場
合
に
は
神
名
にhuci

（
老
女
）、katkem

at

（
淑
女
）、m

at

（
女
性
）、ekasi

（
老
翁
）、kur

（
男

性
）
な
ど
が
付
さ
れ
る）

2
（

。

北
海
道
西
部
で
は
先
述
の
火
神
の
ほ
か
祭
壇
に
祀
ら
れ
る
主
要
な
神
格

の
多
く
が
女
神
と
さ
れ
、
神
の
性
別
が
祭
祀
の
場
で
の
振
舞
い
方
な
ど
、

慣
習
に
も
影
響
し
て
い
る
。
主
要
な
神
格
以
外
の
神
に
は
、
夫
婦
と
し
て

【
第
四
五
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
神
話
と
昔
話
―
女
性
神
を
め
ぐ
っ
て
―
】

ア
イ
ヌ
の
火
神
は
な
ぜ
老
婆
な
の
か
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観
念
さ
れ
る
神
も
多
い
。

北
海
道
の
東
部
に
目
を
向
け
る
と
、
西
部
で
女
神
と
さ
れ
て
い
る
神
格

が
、
夫
婦
の
神
と
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
帯
広
市
伏
古
地
区
で
は
、
ど

ん
な
神
で
も
夫
婦
に
な
っ
て
い
る
と
も
語
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
事

実
は
現
状
で
は
そ
れ
ほ
ど
認
知
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
（
早
川　

一
九
七
〇
：
八
四
）。
つ
ま
り
、北
海
道
西
部
の
主
要
な
神
格
に
つ
い
て
は
、

性
別
が
一
方
に
特
定
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る）

3
（

。
こ
う
し
た
伝

承
の
揺
ら
ぎ
に
つ
い
て
も
、
伝
承
を
語
り
継
い
で
き
た
人
間
集
団
の
ジ
ェ

ン
ダ
ー
と
の
相
関
に
よ
っ
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿

で
は
、
こ
う
し
た
問
題
関
心
に
立
っ
て
、
性
別
の
面
か
ら
見
た
ア
イ
ヌ
の

神
格
の
多
様
性
、
神
と
人
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
相
関
を
例
示
し
、
そ
の
成
立

に
つ
い
て
も
若
干
の
考
察
を
試
み
る
。

な
お
、
祈
り
詞
や
日
常
の
語
り
な
ど
の
民
俗
的
語
り
と
物
語
文
学
で
の

神
観
念
は
完
全
に
は
一
致
し
な
い
。
物
語
文
学
で
は
ス
ト
ー
リ
ー
が
重
視

さ
れ
、
性
別
な
ど
の
神
格
の
属
性
は
ス
ト
ー
リ
ー
に
合
致
す
る
よ
う
に
変

わ
る
こ
と
が
あ
り
、
常
に
一
定
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
以
下
、
民
俗
に
お

け
る
事
例
（
民
俗
例
）
と
物
語
文
学
に
お
け
る
事
例
（
文
学
例
）
を
分
け

て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

1
．
水
神

水
神
に
はw

akkauskam
uy

（
水
に
す
ま
う
神
）
等
、
い
く
つ
か
の
呼
称

が
あ
る
。
日
高
地
方
東
部
新
ひ
だ
か
町
の
民
俗
例
で
は
、
川
の
本
流
を

w
akkauskam

uy

の
「
本
尊
」
と
し
、
沢
や
井
戸
の
神
も
含
め
、
全
て
女
神

と
す
る
（
北
海
道
教
育
庁
生
涯
学
習
部
文
化
課
編　
一
九
九
二
：
五
七
）。

日
高
地
方
西
部
沙
流
川
流
域
の
民
俗
例
で
は
、
水
を
水
神
のciw

santopehe

（
流
れ
出
る
母
乳
）
に
た
と
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
を
育
む
神
と
し
て
女
性

の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
い
る
（
金
田
一　
一
九
六
一
：
六
一
）。
文
学
例
で
も
、

沙
流
川
流
域
の
神
謡
で
は
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
る
（
金
田
一　
一
九

九
三
a
：
一
三
七
）。

こ
の
よ
う
に
日
高
地
方
で
は
水
神
を
女
神
と
す
る
事
例
が
多
い
が
、
民

俗
例
に
は
揺
ら
ぎ
が
あ
る
。
沙
流
川
中
流
域
の
平
取
町
二
風
谷
に
お
け
る

祈
り
詞
で
は
、
水
神
にkam

uy ekasi

（
神
翁
）
と
い
う
言
葉
で
呼
び
か
け

る
。
た
だ
、
神
翁
と
い
う
表
現
は
女
神
へ
の
敬
称
と
し
て
も
使
わ
れ
る
と

さ
れ
る
の
で
、
呼
称
か
ら
水
神
の
性
別
を
探
る
こ
と
は
難
し
い
。

平
取
町
ペ
ナ
コ
リ
地
域
の
聞
き
書
き
に
は
、
複
数
の
話
者
に
よ
る
検
討
や

内
省
が
語
ら
れ
た
箇
所
が
あ
る
（
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館34603B

）
4
（

）。
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
水
の
神
の
眷
属
に
は
男
女
が
お
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
文
学
例

（
水
の
女
神
が
火
の
女
神
の
夫
と
密
通
し
て
子
を
産
み
、
そ
の
子
を
、
子
の

な
か
っ
た
火
の
神
に
与
え
た
と
い
う
内
容
の
散
文
説
話
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
一
方
で
数
多
い
る
水
神
の
う
ち
「
本
当
の
」
水
神
は
男
神
で
あ
ろ
う
と

も
語
ら
れ
て
い
る
。
本
当
の
水
神
と
は
、
水
神
の
一
族
を
束
ね
る
主
宰
神
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
文
学
例
で
は
ス
ト
ー
リ
ー
に
応
じ
て
女
性
や
男

性
の
水
神
が
語
ら
れ
る
が
、
主
要
な
神
格
に
つ
い
て
に
つ
い
て
語
る
文
脈
で

は
主
宰
神
で
あ
る
男
性
神
が
前
面
に
出
る
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。

沙
流
川
流
域
で
も
、
河
口
に
近
い
平
取
町
紫
雲
古
津
の
祈
り
詞
で
は
、
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沙
流
川
の
神
に
対
し
てciw

sankekur ciw
sankem

at

（
流
れ
を
出
す
男　

流
れ
を
出
す
女
）
と
男
女
一
組
の
神
と
し
て
呼
び
か
け
、
こ
の
神
々
の
配

下
に
い
る
無
数
の
眷
属
が
流
れ
る
乳
（
水
）
で
人
間
を
養
育
す
る
こ
と
を

祈
願
し
て
い
る
（
鍋
澤　
一
九
六
六
：
二
五
―
二
六
）。
こ
の
例
で
は
、
水

神
の
主
宰
神
が
夫
婦
神
で
あ
り
、
配
下
の
神
々
は
女
性
と
言
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
か
。
同
じ
話
し
手
が
別
な
調
査
で
は
、
水
神
をw

akkauskam
uy

と
呼
び
、
そ
の
う
ち
の
本
流
を
「
親
」、
支
流
や
井
戸
は
「
子
孫
」
に
当
た

る
と
し
、
井
戸
を
作
る
際
は
川
石
を
拾
っ
て
き
て
井
戸
に
入
れ
る
と
語
っ

て
い
る
（
更
科　
一
九
：
六
）。
総
合
す
る
と
、w

akkauskam
uy

は
水
神

の
総
称
で
あ
り
、
本
流
の
夫
婦
神
の
配
下
に
、
支
流
や
井
戸
な
ど
の
多
く

の
眷
属
が
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

む
か
わ
町
汐
見
地
区
で
は
、
水
神
は
女
神
な
の
で
男
性
の
イ
ナ
ウ
を
捧

げ
る
と
喜
ば
れ
る
と
い
う（
早
川　
一
九
七
〇
：
一
四
四
）。
こ
れ
に
対
し
、

む
か
わ
町
穂
別
の
民
俗
例
で
は
、
水
神
の
姿
は
わ
か
ら
な
い
が
、
女
と
男

の
神
が
い
る
と
い
う
伝
承
も
あ
る
。
ま
た
、
川
を
擬
人
的
に
と
ら
え
、
沙

流
川
は
男
川
、
鵡
川
は
女
川
だ
と
い
う
（
更
科　
三
：
二
一
）
5
（

）。

言
語
・
習
俗
の
上
で
沙
流
川
流
域
と
多
く
の
共
通
点
を
持
つ
千
歳
市
の

民
俗
例
で
は
、
水
神
は
火
神
と
姉
妹
で
あ
る
と
さ
れ
、
文
学
例
で
も
女
神

と
さ
れ
る
。（
白
沢
・
中
本　
一
九
九
五
）

ま
た
石
狩
地
方
旭
川
市
で
も
、
水
は
水
神
の
母
乳
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
同
地
の
水
神
へ
の
祈
り
詞
で
は
「
ア
コ
ロ
ト
ベ
／
エ

チ
リ
リ
ト
ベ
／
ア
ネ
ワ
ク
ス
／
ウ
タ
ツ
ト
ウ
ラ
ノ
／
ラ
ツ
チ
ス
ク
ツ
プ
／

シ
ル
ト
ウ
シ
リ
／
パ
セ
イ
タ
ラ
／
オ
ン
カ
ミ
ア
ン
ナ
」（
貴
方
（
水
神
）
の

母
乳
に
よ
り
、
人
び
と
の
健
や
か
な
暮
ら
し
が
伸
び
行
く
こ
と
に
感
謝
す

る
）
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
北
原　
二
〇
一
三
：
二
四
八
）。

北
海
道
東
部
帯
広
市
の
民
俗
例
で
は
、
水
神
をw

akkauskam
uy

と
呼

び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
川
ご
と
に
神
が
い
る
と
い
う
。
性
別
に
関
す
る
言
及
は

な
い
（
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館　
一
九
九
四
：
三
五
）。

北
海
道
東
部
釧
路
市
の
民
俗
例
で
は
、水
神
をw

akkausekasi

（
水
の
翁
）

とw
akkaushuci

（
水
の
媼
）
と
い
う
夫
婦
神
と
し
て
い
る
（
北
原　

二
〇
一
四
：
一
一
）。
釧
路
市
に
隣
接
す
る
白
糠
町
で
は
、
文
学
例
に
お
い

て
、
水
神
を
夫
婦
の
神
と
し
て
い
る
（
平
良
・
田
村
ほ
か
編　
二
〇
〇
七
）。

北
海
道
北
部
美
幌
町
に
お
け
る
民
俗
例
で
は
、
川
の
神
を
女
神
だ
と
す

る
（
北
原　
二
〇
一
四
：
一
二
一
）。
ま
た
温
泉
の
神
は
女
神
だ
と
し
、
入

湯
前
にsituinaw

と
い
う
短
い
木
幣
を
立
て
て
儀
礼
を
行
う
。
こ
の
時
女

神
に
女
性
の
木
幣
を
捧
げ
、
ま
た
女
神
に
は
夫
が
い
る
は
ず
な
の
で
併
せ

て
男
性
の
木
幣
も
捧
げ
る
と
い
う）

6
（

。

北
海
道
東
部
・
北
部
の
事
例
を
十
分
に
集
成
で
き
て
い
な
い
が
、
当
該

地
方
で
は
水
神
や
水
に
ま
つ
わ
る
神
を
夫
婦
神
と
す
る
傾
向
が
広
く
見
ら

れ
る
と
言
っ
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。
日
高
地
方
な
ど
北
海
道
西
部
に
は
、

水
神
に
男
女
が
あ
る
と
す
る
伝
承
も
見
ら
れ
る
一
方
、
祈
り
詞
な
ど
で
は

水
神
の
女
神
と
し
て
の
属
性
が
強
く
前
面
に
出
て
い
る
。

2
．
森
林
神
・
狩
猟
神

森
林
神
は
①
植
物
を
統
括
し
て
人
間
に
与
え
る
神
で
あ
り
、
さ
ら
に
各
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種
の
草
木
の
中
に
、
そ
の
種
を
統
括
す
る
長
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

つ
ま
り
植
物
全
体
の
主
宰
神
と
、
個
別
の
品
種
を
取
り
ま
と
め
る
神
の
イ

メ
ー
ジ
が
混
在
し
て
い
る
。
②
植
物
が
生
育
す
る
領
域
を
司
る
神
と
見
な

さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
キ
ツ
ネ
や
竜
神
、
あ
る
い
は
巨
木
な
ど
の
何
ら
か

の
神
が
そ
の
領
域
を
支
配
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
、
山
岳
そ
の

も
の
が
神
格
化
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
巨
木
の
神
に
は
女
性
も
男
性
い
る

と
す
る
地
域
も
あ
る
が
、
女
神
と
し
て
観
念
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
山
岳

神
は
、
二
つ
の
山
を
夫
婦
と
す
る
伝
承
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。
③
森
林
は

動
物
の
生
活
域
と
も
重
な
る
た
め
か
、
森
林
神
と
狩
猟
神
（
動
物
を
人
に

与
え
る
神
）
の
イ
メ
ー
ジ
が
融
合
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
カ
ケ
ス
や
ミ

ソ
サ
ザ
イ
な
ど
鳥
の
姿
を
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
事
例
、
女
性
で
あ
る
と

す
る
事
例
が
多
い
。

北
海
道
最
南
部
の
八
雲
町
の
事
例
を
見
る
と
、
山
野
は
「
山
の
神
婆

（kam
uy unarube

）」
と
呼
ば
れ
る
女
神
の
着
物
の
裾
で
あ
り
、
山
の
草
木

で
も
動
物
で
も
こ
の
女
神
の
心
の
中
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
。
山
仕
事
に
入

る
と
き
に
は
女
神
に
祈
願
し
て
か
ら
で
か
け
、
獲
物
が
と
れ
る
と
「
お
恵
み

を
頂
き
ま
し
た
」
と
い
っ
て
礼
を
述
べ
る
。
山
狩
に
行
っ
た
ら
「hasinau
」

と
呼
ぶ
木
幣
を
立
て
て
女
神
に
祈
願
を
す
る
。
こ
の
と
き
は
「hasinau 

kor kur kam
uy unarube

」（hasinau

を
受
け
取
る
方
、
神
な
る
お
ば
）

と
い
っ
て
呼
び
か
け
る
。
こ
の
儀
礼
は
早
朝
か
夕
方
遅
く
、
カ
ラ
ス
の
鳴

か
な
い
時
間
帯
に
す
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
人
が
来
た
こ
と
を
カ
ラ
ス

が
悪
い
者
に
知
ら
せ
る
と
い
わ
れ
る
。
ミ
ソ
サ
ザ
イ
が
狩
小
屋
に
飛
び
込

む
と
必
ず
大
猟
に
な
る
。kam

uy unarube

の
使
い
と
し
て
獲
物
の
居
場

所
を
知
ら
せ
に
く
る
の
で
「
案
内
し
て
く
れ
」
と
い
う
と
、
こ
の
鳥
の
向

か
っ
て
行
っ
た
方
に
獲
物
が
い
る
。
し
か
し
川
の
マ
ブ
（
川
向
こ
う
？
）

に
飛
び
込
ん
だ
ら
行
く
必
要
は
な
い 

。
海
上
で
遭
難
し
た
と
き
に
は
遊
楽

部
岳
の
白
狐
が
助
け
て
く
れ
た
の
で
祀
っ
て
い
る
と
い
う
（
更
科　

一
〇
：
一
〇
三
―
一
〇
五
） 。

こ
の
よ
う
に
、
八
雲
町
で
の
森
林
神
はkam

uy unarpe

と
呼
ば
れ
る
観

念
的
な
女
神
と
し
て
語
ら
れ
、
特
定
の
山
（
遊
楽
部
岳
）
に
結
び
つ
け
ら

れ
た
白
キ
ツ
ネ
の
神
と
支
配
領
域
は
重
な
る
が
、
別
な
文
脈
で
観
念
さ
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
は
山
岳
に
関
連
す
る
神
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
は
避
け
、
山
・

森
林
・
狩
猟
の
神
の
記
録
か
ら
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
連
す
る
事
例
だ
け
を
挙

げ
る
こ
と
に
す
る
。

日
高
地
方
東
部
の
浦
河
町
で
は
山
の
神
を
「hasi tay kam

uy

」（
木
原

の
神
）
と
呼
び
、
女
神
だ
と
す
る
（
更
科　
一
八
：
五
） 。

新
ひ
だ
か
町
静
内
地
区
東
別
で
は
森
林
神
をsirkorkam

uy

と
い
う
女

神
だ
と
す
る
。sirkorkam

uy

は
樹
木
を
指
し
て
使
わ
れ
る
名
称
で
も
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
山
全
体
を
統
括
す
る
存
在
で
あ
り
、
山
の
木
は
こ
の
神
の

所
有
物
だ
と
さ
れ
る
。
そ
の
姿
に
つ
い
て
は
不
明
と
さ
れ
る
が
、
た
い
へ

ん
嫉
妬
深
く
、
女
性
か
ら
の
供
物
は
受
け
付
け
な
い
し
、
木
を
伐
る
時
に

は
女
性
の
入
山
を
避
け
る
と
い
う
（
北
海
道
教
育
庁
生
涯
学
習
部
文
化
課

編　
一
九
九
二
：
五
九
）。
ま
た
、
同
地
域
で
は
女
神
に
は
男
性
の
木
幣
を

捧
げ
る
こ
と
を
常
と
し
て
い
る
が
、sirkorkam

uy

に
限
っ
て
は
女
性
の
木

幣
を
贈
る
（
北
海
道
教
育
委
員
会　
一
九
九
五
：
二
〇
二
、二
五
〇
）
7
（

）。
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新
ひ
だ
か
町
静
内
地
区
農
屋
と
い
う
地
域
で
は
「tapkop

（cinom
isir

）」

と
呼
ば
れ
る
山
の
上
に
住
む
神
を
「
す
べ
て
の
木
を
そ
だ
て
る
神
さ
ま
」

と
す
る
。
こ
こ
にnusa

（
祭
壇
）
を
立
て
山
へ
入
る
者
も
鮭
漁
を
す
る
者

も
祈
願
す
る
。
九
月
に
は
鮭
が
上
が
る
よ
う
に
祈
願
し
た
と
い
う
（
更
科　

七
：
一
二
）。

山
の
神
は
「hasinau sanka o inkar kam

uy

」
と
い
っ
て
「kam

uy 
unarube

」
の
妹
で
あ
り
、
こ
の
神
に
捧
げ
た
酒
だ
け
は
女
性
に
飲
ま
せ
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）。「kam

uy unarube

」
の

詳
細
は
不
明
だ
が
、
ク
マ
の
よ
う
に
気
が
荒
い
神
で
あ
る
と
い
う
（
更
科　

一
七
：
一
四
三
）。

平
取
町
の
二
風
谷
や
紫
雲
古
津
の
民
俗
例
で
は
、
狩
猟
神
をhasinaw

 
uk kam

uy

と
呼
び
、
女
神
と
す
る
。
二
風
谷
で
は
神
酒
を
注
ぐ
役
は
女
性

が
担
う
が
、
狩
猟
神
へ
の
神
酒
は
男
性
が
注
ぎ
、
祈
り
を
終
え
た
後
の
酒

盃
も
女
性
に
渡
す
と
神
が
「nokoske

」（
嫉
妬
）
す
る
と
い
っ
て
女
性
に

は
渡
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
誤
っ
て
女
性
に
渡
す
と
、「asinpe

」（
賠

償
品
）
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
タ
ブ
ー
だ
と
い
う
（
北
原　

二
〇
一
二
：
二
七
八
―
二
八
二
）。
文
学
例
で
は
、
狩
猟
の
女
神
が
登
場
す

る
神
謡
が
多
数
記
録
さ
れ
て
い
る
（
金
田
一　
一
九
九
三
：
一
三
七
）。

胆
振
地
方
の
む
か
わ
町
穂
別
地
区
で
は
山
の
神
を
「sirikoro-kam

ui

」

と
よ
び
、
女
と
男
の
神
が
い
る
と
す
る
（
更
科　
三
：
二
一
）。

虻
田
町
（
現
洞
爺
湖
町
）
で
は
、 

樺
や
楢
、
ヤ
チ
ダ
モ
の
大
木
は

「kam
uyunarube

」（
神
な
る
お
ば
）
が
休
む
と
こ
ろ
と
し
て
狩
に
行
く
と

き
祈
願
す
る
。
特
に
三
股
の
木
を
大
事
に
す
る
（
更
科　
一
二
：
九
九
）。

マ
イ
タ
ケ
を
と
っ
た
と
き
に
は
「peroni kam

uy unarube ekasnukarube 
apa yayrenka ahukkarana banna.

楢
の
木
の
山
の
神
様
さ
づ
け
も
の
を

う
れ
し
く
頂
い
て
行
き
ま
す
」
と
祈
る
（
更
科　
一
二
：
九
九
）。

渡
島
地
方
の
長
万
部
町
で
は
、
狩
に
出
か
け
る
前
に
「kenasi sokata 

sinupuru kam
uy kam

uy unarube

」
に
祈
る
（
更
科　
一
〇
：
一
九
二
）。

海
上
で
、
銛
を
打
ち
込
ん
だ
海
獣
に
引
き
ず
ら
れ
た
と
き
に
は
「kenasi 

sokata kam
uy unaube

（
山
の
お
婆
さ
ん
）」
に
一
番
先
に
祈
り
、
そ
れ

か
ら
「repune ekasi

」（
海
の
翁
）
に
祈
っ
た
と
い
う
（
更
科　
一
〇
：

一
一
〇
）。
木
の
神
を
「siri koro kam

uy

」
と
い
い
、
1
本
1
本
の
木
は

「huppu kam
uy kakkem

at

」（
ト
ド
マ
ツ
の
神
な
る
淑
女
）、「peroni 

kam
uy kakkem

at

」（
ナ
ラ
の
神
な
る
淑
女
）
等
と
呼
ぶ
。
ク
マ
が
ク
リ

の
木
の
下
に
穴
を
ほ
っ
て
入
る
こ
と
を
「koyantone

」（
〜
に
厄
介
に
な

る
、
泊
ま
る
）
と
表
現
し
、
そ
う
し
た
ク
マ
を
撃
つ
前
に
は
「yam

 ni 
kakke m

at

」（
ク
リ
の
木
の
淑
女
）
に
祈
る
。

北
海
道
東
部
十
勝
地
方
の
足
寄
町
で
は
、
山
の
女
神
を
「osasanke 

kam
uy

」
と
呼
び
「cikeinaw

」
と
い
う
格
式
の
高
い
木
幣
を
捧
げ
る
。

ま
た
ナ
ラ
の
木
をsirkorkam

uy

やkom
ni huci

（
カ
シ
ワ
の
老
女
）
と

呼
ぶ
（
更
科　
四
：
三
八
）。

池
田
町
高
島
地
区
で
は
、
十
勝
岳
に
「kam

uyto

」（
神
の
湖
）
が
あ
り

海
の
よ
う
な
波
が
立
っ
て
い
て
カ
モ
メ
、
ク
ジ
ラ
、
イ
ル
カ
が
い
る
と
す

る
伝
承
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
が
食
べ
た
い
も
の
を
こ
こ
に
移
し
た
た
め

で
、
女
性
が
こ
の
山
に
上
る
と
天
候
が
荒
れ
る
と
い
う
。
二
人
の
男
性
が

沼
を
見
に
行
っ
た
き
り
帰
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
猟
師
が
通
り
が
か
っ
た
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と
き
「poro pinne ran na

」（
大
き
な
オ
ス
が
降
る
ぞ
）
と
い
う
声
が
し

て
大
グ
マ
が
飛
ん
で
き
た
の
で
、そ
れ
を
と
っ
た
と
い
う
伝
承
も
あ
る
（
更

科　
六
：
一
二
）。

空
知
地
方
の
新
十
津
川
町
で
は
、
山
の
神
を
女
神
と
し
て
、
動
物
が
木

の
洞
を
住
処
と
す
る
こ
と
を
「ranko unarube

」（
カ
ツ
ラ
の
お
ば
）

「kom
uni unarube

」（
カ
シ
ワ
の
お
ば
）「nitat unarube

」（
湿
地
の
お

ば
）
の
「
世
話
に
な
っ
て
い
る
」
と
表
現
す
る
。
子
を
宿
し
た
ク
マ
が

「ranko unarube

」
と
「kom

uni unarube

」
に
宿
を
請
う
た
が
断
ら
れ

「nitat ni unarube

」
に
頼
ん
だ
ら
泊
め
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う

昔
話
が
あ
る
（
更
科　
一
〇
：
一
三
七
）。

な
お
、
事
例
は
多
く
は
な
い
が
草
の
神
の
伝
承
も
あ
り
、
日
高
地
方
東

部
の
新
ひ
だ
か
町
東
静
内
で
は
、イ
ケ
マ
と
い
う
つ
る
性
の
植
物
を
「m

un 
sinrit

（
あ
ら
ゆ
る
草
の
あ
つ
ま
り
の
王
）」
だ
と
い
う
（
更
科　
一
七
：

一
五
三
）。日
高
西
部
平
取
町
の
祈
り
詞
で
は
イ
ケ
マ
を
女
神
と
し
て
い
る
。

草
の
神
は
文
学
例
に
お
い
て
も
女
神
と
し
て
描
写
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
）
8
（

。

3
．
船
神

船
と
臼
は
器
物
の
中
で
も
特
に
重
視
さ
れ
、
祭
祀
の
対
象
と
な
る
神
格
で

あ
る
。
日
高
地
方
や
釧
路
地
方
の
民
俗
例
に
お
い
て
臼
は
ニ
ス
フ
チ
（
臼
の

お
婆
さ
ん
）
と
呼
ば
れ
る
女
神
で
あ
り
、
杵
は
イ
ユ
タ
ニ
オ
ッ
カ
ヨ
（
杵
の

男
）
と
呼
ば
れ
る
男
神
で
あ
る
。
北
海
道
西
部
で
は
船
の
霊
魂
を
女
性
と
す

る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
素
材
と
な
る
樹
木
の
霊
魂
が
、
船
と
し
て
作
り
上
げ

ら
れ
た
後
も
宿
っ
て
い
る
と
考
え
る
（
北
原　
二
〇
一
四
：
四
四
）。

一
方
、
文
学
例
に
お
い
て
は
、
船
の
各
所
に
座
す
神
の
名
を
歌
い
上
げ

た
神
謡
が
、
む
か
わ
町
や
長
万
部
町
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
長
万
部
町
の

神
謡
で
は
、
船
底
、
波
切
、
波
受
け
、
か
い
ご
、
と
も
、
高
間
、
舵
、
あ

か
く
み
、
帆
柱
、
帆
布
、
帆
綱
に
そ
れ
ぞ
れ
男
女
ひ
と
組
の
神
が
お
り
、

合
わ
せ
て
二
二
柱
の
神
が
座
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。（
北
原　

二
〇
一
四
：
一
五
―
一
六
）

4
．
家
屋
神

建
造
物
と
し
て
の
家
屋
を
神
格
化
し
た
家
屋
神
は
、
日
高
地
方
で
は
女

神
と
さ
れ
る
事
例
が
多
い
。

新
ひ
だ
か
町
静
内
地
区
東
別
の
民
俗
例
で
は
、
家
屋
神
を
女
神
と
す
る
。

い
っ
ぽ
う
、
同
じ
新
ひ
だ
か
町
静
内
地
区
で
も
、
豊
畑
の
民
俗
例
で
は
家

屋
を
夫
婦
の
神
と
捉
え
て
い
る
（
栄
ほ
か　
一
九
七
八
：
九
）。

沙
流
川
流
域
の
民
俗
例
で
は
、
家
屋
神
をcise katkem

at

（
家
屋
の
女

神
）
やkenru katkem

at

（
館
の
女
神
）
と
よ
び
、siram

pakam
uy

「
森

林
神
」
の
配
下
と
し
て
い
る
（
北
原　
二
〇
一
四
：
一
五
）。
ま
た
、
金
田

一
京
助
が
記
し
た
沙
流
川
下
流
域
の
文
学
例
（
神
謡
）
に
は
、
炉
縁
、
炉

頭
杭
、
寝
所
、
部
屋
の
隅
、
戸
口
、
軒
な
ど
、
家
屋
の
各
所
に
座
す
夫
婦

神
の
名
が
謡
わ
れ
て
い
る
（
北
原　
二
〇
一
四
：
一
六
）。
水
神
や
船
神
の

伝
承
と
同
様
に
、
民
俗
例
に
お
い
て
は
全
体
を
統
括
す
る
神
、
文
学
例
に

お
い
て
は
細
部
に
宿
る
小
さ
な
神
々
が
言
及
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
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5
．
火
神
（
女
神
）

火
神
は
神
で
あ
り
な
が
ら
人
間
の
側
に
立
っ
て
そ
の
祈
願
を
代
弁
し
、

多
く
の
配
下
の
神
を
遣
わ
し
て
神
々
と
の
仲
立
ち
を
す
る
と
さ
れ
、
祭
神

の
内
で
も
特
に
重
要
な
地
位
に
あ
る
。
儀
礼
に
お
い
て
祈
る
順
が
早
い
こ

と
は
、
そ
の
神
格
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
す
一
つ
の
目
安
と
さ
れ
、
火

神
は
ど
の
地
域
で
も
初
め
に
祈
る
神
で
あ
る
。

日
高
地
方
や
胆
振
地
方
で
はhuci kam

uy

（
老
女
の
神
）
やkam

uy 
huci

（
神
の
老
女
）
等
と
呼
ば
れ
、
家
族
神
（
家
の
守
護
神
）
と
夫
婦
で

あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
日
高
地
方
な
ど
で
は
、
薪
を
火
神
の
食
物
、

灰
を
火
神
の
垢
と
見
な
し
、
消
し
炭
や
灰
な
ど
火
神
に
由
来
す
る
モ
ノ
は

除
魔
の
力
を
発
揮
す
る
と
さ
れ
る
。
炉
の
ま
わ
り
の
道
具
（
炉
鉤
、
火
箸
、

炉
せ
ん
な
ど
）
は
火
神
の
配
下
と
さ
れ
、
狩
り
小
屋
の
炉
の
火
はkam

uy 
sannitpo

（
神
の
孫
）
と
呼
ぶ
（
北
原　
二
〇
一
四
）。

新
ひ
だ
か
町
静
内
地
区
豊
畑
の
民
俗
例
で
は
、
火
神
は
女
神
と
さ
れ
る

（
栄
ほ
か　
一
九
七
八
：
六
）。

平
取
町
ペ
ナ
コ
リ
地
区
の
民
俗
例
で
は
、
火
神
はhuciape

（
祖
母
な
る

火
）
やhuciape kam

uy katkem
at

（
祖
母
な
る
火
・
神
の
淑
女
）
と
呼

ば
れ
女
神
と
さ
れ
る
（
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館34603B

：
二
四
七
）。
ま
た
、

女
性
の
系
統
を
象
徴
す
る
守
り
紐
は
火
の
神
か
ら
女
性
に
授
け
ら
れ
た
も

の
と
さ
れ
、
一
方
男
性
の
系
統
を
象
徴
す
る
刻
印
は
祭
壇
神
か
ら
授
け
ら

れ
た
も
の
と
さ
れ
る
（
瀬
川　
一
九
七
二
）。

た
だ
、
民
俗
例
の
な
か
に
、
話
者
が
火
の
男
性
神huciape kam

uy 
ekasi

に
言
及
し
た
例
が
あ
る
（
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館34604A

：
七
六
）。

文
学
例
に
お
い
て
も
、
火
の
男
性
神huciape kam

uy ekasi 

が
登
場
す
る

例
が
あ
る
（
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館35298A

B

：
九
七
）。

む
か
わ
町
汐
見
地
区
の
文
学
例
で
は
火
神
は
女
神
と
さ
れ
、
夫
を
た
ぶ

ら
か
し
た
女
ギ
ツ
ネ
を
火
神
が
退
治
す
る
神
謡
が
あ
る）

9
（

。
同
町
春
日
地
区

の
民
俗
例
で
も
、
火
神
を
女
神
と
す
る
（
早
川　
一
九
七
〇
：
一
四
一
）。

同
町
穂
別
地
区
の
民
俗
例
で
は
、
火
の
神
「abe-huci

」
は
女
神
で
祭
壇

の
神
「nusa-kor-kam

ui

」
が
夫
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
更
科　
三
：
二
一
）。

樺
太
ア
イ
ヌ
の
伝
承
で
も
、
火
神
はunci ahci

（
火
の
老
女
）
と
呼
び
、

女
神
と
さ
れ
る
（
大
貫　
二
〇
二
一
：
一
五
二
）。

釧
路
市
春
採
、
同
市
阿
寒
、
白
糠
町
、
美
幌
町
、
網
走
市
な
ど
北
海
道

の
東
北
部
で
は
、
火
神
を
男
女
一
対
の
夫
婦
神
と
考
え
て
い
る
。
空
知
地

方
で
は
、
ア
ペ
ウ
チ
カ
ム
イ
（
火
神
）
は
男
性
で
、
ミ
ン
タ
ラ
コ
ㇿ
フ
チ

（
下
座
の
媼
）
と
呼
ば
れ
る
出
産
を
司
る
神
と
夫
婦
だ
と
さ
れ
る
（
北
原　

二
〇
一
四
：
一
〇
）。

白
糠
町
の
民
俗
例
で
は
、
炉
の
上
手
に
火
の
男
神
が
、
下
手
に
女
神
が

座
す
と
す
る
。
木
幣
も
男
女
の
も
の
を
用
意
し
て
囲
炉
裏
に
た
て
、
女
神

に
捧
げ
た
女
性
の
木
幣
に
先
に
祈
り
、
次
に
男
性
の
木
幣
に
祈
る
。
屋
内

の
仕
事
は
女
性
が
し
、
屋
外
の
仕
事
は
男
性
が
す
る
た
め
だ
と
い
う
（
北

海
道
教
育
庁
生
涯
学
習
部
文
化
課
編　
一
九
九
三
：
一
〇
四
）。
文
学
例

の
う
ち
、
子
守
歌
に
は
火
の
夫
婦
神
が
現
れ
る
（
平
良
・
田
村
編　
二
〇

〇
七
）。
同
地
域
の
神
謡
で
は
火
神
の
女
神
が
単
独
で
現
れ
る
（
平
良
・
田
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村　
二
〇
一
一
）
10
（

）。

名
寄
市
の
民
俗
例
で
は
、
火
神
は
老
女
の
神
と
さ
れ
る
。
神
の
性
別
に

つ
い
て
、
ど
の
神
に
も
男
女
の
別
が
あ
る
と
い
う
内
省
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
が
、
同
一
の
神
格
が
夫
婦
と
な
る
か
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
（
早
川　

一
九
七
〇
：
五
七
）。

宗
谷
地
方
稚
内
市
の
民
俗
例
で
は
火
神
を
女
神
と
す
る
が
、
男
神
の
伝

承
も
あ
る
と
い
う
（
早
川　
一
九
七
〇
：
一
六
）。

各
地
区
の
火
神
の
イ
メ
ー
ジ
を
図
に
ま
と
め
た
（
図
1
）。
大
ま
か
な
傾

向
は
水
神
と
共
通
す
る
。
北
海
道
東
部
か
ら
北
部
に
か
け
て
の
、
火
神
に

男
女
の
木
幣
を
捧
げ
る
地
域
で
は
、火
神
が
夫
婦
神
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
平
取
町
な
ど
の
火
神
は
、
国
内
に
お

け
る
初
期
の
研
究
以
来
、
女
神
と
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
民
俗
例
・
文
学

例
に
お
い
て
火
の
男
性
神
の
事
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

6
．
太
陽
神

日
高
地
方
西
部
の
沙
流
川
流
域
で
は
太
陽
神
を
祭
神
と
し
な
い
が
、
文

学
例
で
は
女
神
と
し
て
も
男
神
と
し
て
も
描
か
れ
る
（
金
田
一　

一
九
九
三
b
、
萱
野
一
九
七
四
な
ど
）。

日
高
地
方
東
部
の
新
ひ
だ
か
町
静
内
の
う
ち
東
別
地
区
の
民
俗
例
で
は
、

太
陽
神
は
女
神
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
太
陽
神
の
呼
称
はpinne ay hasinaw

 
kor kam

uy oyna m
at

「
男
性
の
矢
で
あ
る
木
幣
を
受
け
と
る
尊
い
女
性
」

と
い
う
（
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館20010P

）。
男
性
の
矢
と
は
、
太
陽
神
に

図1　樺太・北海道各地の火神
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捧
げ
ら
れ
る
木
幣
（
イ
ナ
ウ
）
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。

北
海
道
北
部
美
幌
町
の
民
俗
例
で
は
、
太
陽
をsirpeketcupkam

uy

と

い
う
女
神
、
月
をkunnecupkam

uy

と
い
う
男
神
と
し
、
儀
礼
で
は
月
神

か
ら
先
に
祈
る
と
い
う）

11
（

。

7
．
神
と
人
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

以
上
、
主
要
な
神
格
の
伝
承
を
あ
げ
、
性
別
に
つ
い
て
の
語
ら
れ
方
を

見
て
き
た
。
女
性
は
全
般
的
に
祈
り
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
炉
の

下
手
に
座
し
て
出
産
を
司
る
神
や
炉
の
周
り
の
道
具
類
に
は
祈
る
こ
と
が

あ
る
。
一
方
、
女
性
の
関
与
が
特
に
忌
避
さ
れ
る
伝
承
は
森
林
神
・
狩
猟

神
な
ど
山
に
関
す
る
神
に
集
中
し
、
そ
の
理
由
は
神
と
人
が
同
性
で
あ
る

こ
と
に
よ
る
嫉
妬
（
＝
女
性
ど
う
し
の
衝
突
）
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
。

地
域
と
し
て
は
日
高
地
方
か
ら
十
勝
地
方
に
こ
う
し
た
伝
承
が
見
ら
れ
た
。

次
に
、
女
性
の
守
り
紐
と
木
幣
を
例
に
と
っ
て
神
と
人
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
日
高
地
方
に
は
女
性
の
守

り
紐
を
火
神
か
ら
授
け
ら
れ
た
も
の
と
す
る
事
例
が
あ
る
。
十
勝
地
方
音

更
町
に
も
、
こ
の
守
り
紐
を
「
火
の
神
の
帯
」
と
す
る
事
例
が
あ
る
（
北

原　
二
〇
二
一
）。
こ
の
紐
は
、
女
性
が
成
人
す
る
過
程
で
、
母
や
母
方
の

祖
母
な
ど
同
じ
女
系
に
属
す
女
性
か
ら
与
え
ら
れ
る
護
符
の
一
種
で
あ
る
。

北
海
道
や
樺
太
で
使
用
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
捉
え
方
に
つ
い
て

は
地
方
差
が
あ
る
。
多
く
の
地
域
で
、
こ
の
紐
を
持
た
な
け
れ
ば
本
人
だ

け
で
な
く
夫
の
運
気
も
下
が
る
と
言
う
が
、
こ
れ
に
加
え
沙
流
川
流
域
で

は
、
女
性
は
こ
の
紐
を
せ
ず
に
は
火
の
神
や
夫
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
。
日
高
地
方
東
部
の
浦
河
町
よ
り
東
で
は
、
出
産
や
月
経
の
際

に
も
こ
の
紐
を
し
め
て
い
る
が
、
日
高
地
方
西
部
か
ら
胆
振
地
方
で
は
、

出
産
・
月
経
の
際
に
は
こ
の
紐
が
「
穢
れ
」
に
触
れ
る
こ
と
を
避
け
る
意

味
で
取
り
外
す
と
い
う
事
例
が
多
い
。

女
性
の
護
符
を
火
神
か
ら
授
か
る
と
い
う
伝
承
は
、
火
の
女
神
と
女
性

の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
結
び
つ
き
を
思
わ
せ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
月
経
・
出
産
に

際
し
て
紐
を
外
す
と
い
う
事
例
は
、
こ
れ
ら
の
現
象
に
対
す
る
強
い
忌
避

が
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
は
、
同
性
同

士
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
森
林
や
狩
猟
の
神
と
女
性
が
接
触
す
る
こ
と
を

忌
避
す
る
地
域
と
重
な
る
。

次
に
神
と
木
幣
の
ペ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
木
幣
は
主

に
男
性
が
製
作
し
、
神
へ
の
奉
納
物
と
伝
令
を
兼
ね
て
捧
げ
ら
れ
る
木
製

品
で
あ
る
。
一
般
的
な
木
幣
は
人
の
姿
を
し
て
い
な
い
が
、
擬
人
的
に
捉

え
ら
れ
て
お
り
、
性
別
も
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
北
海
道
東
部
で
は
、

女
神
に
は
女
性
の
木
幣
を
、
男
神
に
は
男
性
の
木
幣
を
捧
げ
る
、
同
性
の

ペ
ア
の
例
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
樺
太
と
も
共
通
す
る
傾
向
で
あ
る
（
北

原　
二
〇
一
四
）。

一
方
、
北
海
道
西
部
の
日
高
地
方
や
胆
振
地
方
で
は
、
神
が
女
性
で
あ

る
場
合
に
は
男
性
の
イ
ナ
ウ
を
捧
げ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
北
海

道
西
部
に
お
け
る
祭
祀
の
場
で
は
、
祈
り
手
及
び
供
物
と
神
格
の
間
に
、

異
性
に
よ
る
ペ
ア
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

以
上
を
総
合
す
る
と
、
北
海
道
西
部
と
く
に
日
高
地
方
で
は
、
神
と
対
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に
な
る
性
別
の
も
の
（
人
・
木
幣
）
が
祈
り
の
前
面
に
立
つ
こ
と
を
正
当

と
す
る
論
理
が
働
い
て
お
り
、
転
じ
て
女
性
は
神
と
同
性
で
あ
る
こ
と
が

理
由
と
な
っ
て
、
儀
礼
の
場
や
日
常
生
活
で
も
強
い
排
除
を
受
け
て
き
た
、

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
と
め

上
で
見
た
よ
う
な
、
嫉
妬
深
い
女
神
で
あ
る
狩
猟
神
・
森
林
神
の
伝
承

は
、
和
人
文
化
に
お
け
る
山
の
神
信
仰
と
の
類
似
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

金
田
一
京
助
は
一
九
二
七
年
の
論
考
で
、
岩
手
県
や
山
形
県
、
滋
賀
県
の

信
仰
と
ア
イ
ヌ
の
信
仰
と
の
類
似
を
指
摘
し
、
ま
た
「
山
の
神
」
が
女
性

（
妻
）
を
指
す
隠
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
が
、
近
世
の
狂
言
に
見
ら
れ
る

こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
（
金
田
一　
一
九
九
三
c
）。

ア
イ
ヌ
社
会
に
お
け
る
、
山
の
女
神
の
論
理
が
、
本
州
に
近
い
北
海
道

西
部
の
日
高
を
中
心
と
し
て
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
偶
然
で
は

な
い
よ
う
に
思
え
る
。

こ
れ
と
は
別
な
流
れ
と
し
て
、
北
海
道
東
部
を
中
心
に
、
多
く
の
神
格

を
夫
婦
の
神
と
す
る
伝
承
が
広
が
り
、そ
れ
ら
は
北
海
道
西
部
に
も
重
な
っ

て
分
布
し
て
い
た
。
改
め
て
こ
れ
ら
の
資
料
を
見
る
に
、
特
に
文
学
例
に

お
い
て
は
神
の
性
別
、
イ
メ
ー
ジ
は
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
物
語
中
の
人
物
は
「
周
囲
の
世
界
を
持
っ
て
い
な
い
」
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
要
請
に
よ
っ
て
、
女
神
と
男
神
の
い
ず
れ

か
が
自
由
に
選
択
さ
れ
て
語
ら
れ
る
（
小
澤　
二
〇
一
六
）。
し
か
し
同
時

に
、
特
に
ス
ト
ー
リ
ー
上
の
要
請
が
な
い
場
合
に
は
、
同
じ
神
格
ど
う
し

が
夫
婦
と
し
て
語
ら
れ
る
事
例
が
広
く
見
ら
れ
る
。

民
俗
例
に
お
い
て
は
、
神
の
性
別
と
祭
祀
上
の
慣
習
が
結
び
付
け
ら
れ

る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
平
取
町
の
事
例
に
見
ら
れ
た
「
女
は
女
神
に
祈
り
、

男
は
男
神
に
祈
る
」
と
い
う
認
識
は
興
味
深
い
が
、
ど
れ
ほ
ど
一
般
化
で

き
る
の
か
と
い
う
点
で
は
疑
問
が
あ
る
（
ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館

34604A

：
七
六
）。
こ
れ
に
対
し
、
神
が
女
神
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

男
性
の
祈
り
手
が
男
性
の
木
幣
を
捧
げ
る
と
い
う
論
理
の
方
が
、
多
く
の

事
例
が
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
東
日
本
を
中
心
と
す
る
和
人
の
信

仰
と
、
並
行
的
な
現
象
で
あ
る
。
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
神
話
に
お
け

る
女
神
像
が
、
神
話
を
必
要
と
し
生
み
出
し
て
き
た
人
々
の
要
請
に
沿
っ

て
変
容
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
女
神
―
男
性
祭
祀
者
の
論
理
も
ま
た
、

男
性
中
心
的
な
社
会
を
形
成
・
維
持
し
た
い
と
い
う
要
請
に
合
致
す
る
た

め
に
受
容
さ
れ
て
き
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
で
、
ア
イ
ヌ
と
和
人
以
外
の
事
例
を
扱
う
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
後
は
シ
ベ
リ
ア
や
中
国
の
火
神
そ
の
他
の
祭
神

も
視
野
に
入
れ
て
検
討
し
た
い
。

注（
1
） 

祭
壇
に
祀
ら
れ
る
神
の
数
は
、
同
じ
地
域
で
も
家
系
や
世
代
に
よ
っ

て
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
川
や
巨
木
と
い
っ
た
祈
願
の
対
象
の

所
在
地
に
祭
壇
を
設
置
す
る
場
合
と
、
各
家
庭
の
祭
壇
に
合
祀
す
る

場
合
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
家
庭
の
祭
壇
に
祀
ら
れ
る
神
の
数
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は
変
動
す
る
。

（
2
） kur

は
両
性
を
包
括
し
て
指
す
用
法
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
「
人
、

者
」
と
も
訳
さ
れ
る
。
一
方
、tusu m

enoko

（
巫
術
を
す
る
女
性
）

に
対
し
てtusu kur

（
巫
者
）
な
ど
、
女
性
と
対
比
す
る
用
法
で
は
、

kur

は
男
性
を
指
し
て
い
る
。sarunkur

（
沙
流
地
方
の
人
）
と
い
っ

た
例
で
も
、kur
は
集
団
全
体
を
包
括
的
に
指
す
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
、sarunm

at

（
沙
流
の
女
）
と
い
う
例
も
あ
る
こ
と
か

ら
、kur

は
英
語
のM

an
な
ど
と
同
様
に
本
来
は
男
性
を
指
し
、

そ
れ
が
人
間
全
体
に
転
用
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
き
た
語
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

（
3
） 

樺
太
に
お
け
る
祭
神
も
、
北
海
道
西
部
と
近
い
傾
向
を
示
す
。
こ
の

こ
と
は
後
述
す
る
。

（
4
） 

ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
が
公
開
し
て
い
る
ア
イ
ヌ
語
ア
ー
カ
イ
ブ
に
含

ま
れ
る
「34603B　
川
上
ま
つ
子
の
伝
承
（007
）
火
の
神
と
水
の

神
の
性
別
〜
火
の
神
が
浮
気
す
る
物
語
」
の
う
ち
、
二
四
七
行
目
以

降
。
以
下
、
同
ア
ー
カ
イ
ブ
の
資
料
を
引
用
す
る
際
は
資
料
番
号
と

行
数
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

（
5
） 

更
科
源
蔵
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
「
コ
タ
ン
探
訪
帖
」
に
よ
る
。
以

下
、
ノ
ー
ト
か
ら
事
例
を
引
用
す
る
際
、
ノ
ー
ト
の
№
と
ペ
ー
ジ
数

の
順
に
（　
）
に
記
す
。
話
者
名
は
削
除
し
、
原
資
料
の
ア
イ
ヌ
語

表
記
を
そ
の
ま
ま
掲
載
す
る
場
合
に
は
「　
」
に
入
れ
て
示
す
。

（
6
） 

北
海
道
文
学
館
が
所
蔵
す
る
、
知
里
真
志
保
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト№

214p5

に
よ
る
。

（
7
） 

新
ひ
だ
か
町
で
は
、
神
と
は
反
対
の
性
別
の
木
幣
を
捧
げ
る
と
い
う
事

例
が
多
い
。
な
ぜ
女
神
で
あ
る
山
の
神
に
女
性
の
木
幣
を
捧
げ
る
の
か

は
不
明
で
あ
る
。

（
8
） 

概
要
に
つ
い
て
は
以
下
の
記
事
を
参
照
。
登
別
市
の
ウ
バ
ユ
リ
・
ギ
ョ

ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
の
由
来
譚
（https://static.hokkaido-np.co.jp/files/

pdf/m
anabun/m

intara/m
intara201907.pdf?_bdld=3Y

tzC
d.

n8tX
Egj.1594432189

）。
新
ひ
だ
か
町
静
内
地
区
の
山
菜
の
女
神
の
話

（https://static.hokkaido-np.co.jp/files/pdf/m
anabun/m

intara/
m

intara201905.pdf?_bdld=3Y
tzCd.n8tX

Egj.1594437818

）。

（
9
） 

ア
イ
ヌ
民
族
博
物
館
旧
ア
イ
ヌ
語
ア
ー
カ
イ
ブ
「136. 

火
の
女
神
が
旦

那
さ
ん
の
浮
気
に
激
怒
す
る
話
」（https://ainugo.ainu-m

useum
.

or.jp/takar/archive/h019/136.htm
l

）。

（
10
） 

こ
の
神
謡
の
概
要
は
次
の
記
事
を
参
照
。（https://static.hokkaido-

np.co.jp/files/pdf/m
anabun/m

intara/m
intara202006.pdf?_

bdld=3Y
tzCd.n8tX

Egj.1622450962

）

（
11
） 

知
里
真
志
保
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト№

214p23

。
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